
 

 

 

基本的な仕組み 

需要家にとって ガス小売事業者にとって 

主なメリット 
主なリスク・コ

スト 
主なメリット 

主なリスク・コ

スト 

（１）基本料

金・従量料金単

価が固定された

プラン 

契約期間内において、基本料

金・従量料金単価が変動しな

い料金メニュー 

需要家は原料費

の変動リスクか

ら遮断される。 

原料費下落局面

においても値下

げはない。 

 

事業者が原料費

の変動リスクを

全て負っている

ため、その分の

プレミアムが料

金に乗る可能

性。 

原料費下落局面

においても収入

が変動しない。 

事業者が原料費

の変動リスクを

全て負うことと

なる。 

 

原料費の変動リ

スクをヘッジす

るための対策が

必要。 

（２）原料費に

応じた料金調整

が行われるプラ

ン 

原料費に応じて、一定期間ご

とに、料金が変動する料金メ

ニュー 

    

 ① 調整上限設定プラン 

原料費調整を設け

つつ、調整上限を設

定する手法。 

調整上限超過分

は、事後払いの仕組

みとすることもあり

うる。 

需要家が背負う

原料費の変動リ

スクは、調整上

限により一定程

度軽減（設定さ

れた調整上限に

依存）。 

 

原料費下落局面

や円高局面にお

いて、調整が需

要家にとって有

利に働く。 

調整上限の見直

しが行われる場

合がある。 

 

事業者が原料費

の変動リスクの

一部を負ってい

るため、その分

のプレミアムが

料金に乗る、契

約期間に定めを

設ける可能性。 

調整上限に至ら

ない範囲におい

て、事業者が背

負う原料費の変

動リスクを軽減

することが可

能。 

事後払いの仕組

みがない場合

は、原料費の高

騰時には調整上

限超過分を事業

者が負担するこ

とになる。 

 

② 非調整バンド設定プ

ラン 

原料費調整におい

て、料金単価の調整

を実施しない一定の

変動幅（非調整バン

ド）を設定する手

法。 

原料費の変動幅

が非調整バンド

内であれば、需

要家は変動リス

クから遮断され

る（非調整バン

ドの設定によ

る）。 

非調整バンドの

見直しが行われ

る場合がある。 

 

原料費の高騰幅

が非調整バンド

を超える場合、

需要家が変動リ

スクを背負う。 

 

原料費の変動幅

が非調整バンド

を超える場合、

事業者が背負う

変動リスクを軽

減することが可

能。 

原料費の変動幅

が非調整バンド

内であれば、変

動リスクを事業

者がすべて背負

うことになる。 



原料費の変動幅

が非調整バンド

内であれば、原

料費下落局面に

おいても値下げ

はない。 

 

事業者が原料費

の変動リスクの

一部を負ってい

るため、その分

のプレミアムが

料金に乗る、契

約期間に定めを

設ける可能性。 

③ 原料費調整がより緩

やかなプラン 

一般的な貿易統計価

格の 3ヶ月平均より

も長い期間を採用す

ることで、原料費の

変動をより緩やかな

形で料金変動に反映

する手法。 

原料費下落局面

において、調整

が有利に働く。 

原料費の変動が

需要家に与える

影響が大きい。

（④連動プラン

よりは緩和され

る） 

 

事業者が原料費

の変動リスクの

一部を負ってい

るため、その分

のプレミアムが

料金に乗る、契

約期間に定めを

設ける可能性。 

原料費調整を 3

ヶ月平均より長

くする場合によ

る、原料費の変

動リスクについ

ては、軽減する

ことが可能。 

原料費調整を 3

ヶ月平均より長

くする場合、原

料費上昇・下落

局面における料

金の値上げ・値

下げも緩やかと

なる。 

④ 連動プラン 

原料費調整に上限

設定や非調整バンド

の設定は行わない手

法。 

原料費下落局面

において、調整

が有利に働く。 

需要家が背負う

原料費の変動リ

スクが大きい。 

事業者が背負う

原料費の変動リ

スクを軽減する

ことが可能。 

他の料金メニュ

ーに比しても、

より丁寧な需要

家への説明が期

待される。 

※１ ここに挙げた料金メニューの類型は、あくまで一例であり、ここに示されていない料金メ

ニューが開発されることは十分にあり得る点に留意。 

※２ いずれのメニューについても、需要家への丁寧な情報提供がなされることが望ましい。 


